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女性の再就職を応援

マザーズセミナー

希望条件を満たす仕事探しの方法、就職のためのス
キルアップなどをご案内します。お子さまを連れてご参
加いただけます。
日 ６月２５日（木）１０：００～１１：１０（３０分前受付開始）
場 ふたかみ文化センター　第２・第３会議室
対 結婚、出産、育児などによる離職から、再就職を目指
す女性＊「ちょっと話を聞いてみようかな」「今すぐにと
いうわけじゃないけど…」「働きたいけど不安…」という
かたも大歓迎です。
定 ３０名（先着）
＊６か月児以上就学前までの無料託児があります。
（先着５名程度）
◆講師　ハローワーク大和高田職員
申  ６月３日（水）～１９日（金）までに申込フォームにて
申込
問 市役所地域振興課　☎０７４５－４４－３３１４

乗り上げブロックなどを設置しないで

ください

道路との段差解消のため乗り上げブロックや鉄板、プ
ラスチック製ステップなどを設置することは、道路法上で
禁止されています。店舗の看板やのぼり旗、家庭の植木
鉢なども、道路や歩道上ではなく敷地内に設置してくだ
さい。

これらは、通行の支障になるとともに、雨天時などに
水たまりが発生しやすくなり、歩行者や自転車、バイクの
転倒事故の危険性が高まります（事故の責任が設置者
に及ぶ場合があります）。

道路や歩道の正しい利用と快適な道路環境の確保
にご協力をお願いします。
＊設置中のものがあれば、
設置者が撤去してください。
＊段差を解消したい場合は、
道路法第２４条に基づく手続
き（承認工事申請）により、道
路の歩道部分や縁石などの
切り下げ工事を自己負担で
行ってください。
問 市役所公園道路管理課
☎０７４５－４４－３３２０

吉野川分水の通水がはじまります

期 ９月２０日（日）まで
◆通水に伴う注意事項
①�吉野川分水幹線水路及び施設へ立ち入らないようお

願いします。
②�水路構造物、特に樋門、土砂吐ゲート、余水吐ゲート

などには関係者以外、手を触れないようにしてくだ 
さい。

③�水路にごみ、草木などを捨てますと通水妨害となり、
大事故の原因にもなりますので絶対にしないようにお
願いします。

④�通水の期間は、急激な流量の増減があると思われま
すので、十分ご注意ください。
なお、非常時に際しては、下記へご連絡ください。
問 大和平野土地改良区　☎０７４４－２２－２０５２
奈良県食農部農村振興課　☎０７４２－２７－７４５２

合理的配慮の提供に関する事業費の

補助金を交付します

障害のあるかたは社会におけるさまざまな「障壁」に
よって生活しづらい状況があり、それらを取り除くための
さまざまな工夫を「合理的配慮」といいます。本市では、
法人、事業者などが行う合理的配慮の提供について補
助金を交付します。
◆申請期限　１２月２８日（月）までに窓口にて申請
対 市内に活動の拠点があり、次のいずれかを満たす団体
①社会福祉法人
②特定非営利活動法人
③継続して社会福祉活動を実施している市民団体
④�飲食、物販、医療などの不特定多数の利用が見込ま

れる事業者
⑤自治会
＊令和９年２月２８日（日）までに完了する事業が対象
です。
＊予算の範囲内で補助金を交付します。
＊補助対象経費など、詳しくは市ホームページをご覧く
ださい。
問 総合福祉センター社会福祉課
☎０７４５－７９－７１５１

令和８年度

点訳ボランティアを募集します

視覚に障害のあるかたなどへの情報提供を目的に、
書籍などを点訳していただくボランティアの養成講座を
開催します。参加希望者には８月５日（水）、６日（木）の
いずれかで選考を実施します。
日 ９月３日～令和９年２月１８日までの木曜日
１０：００～１２：００
（１２月２４日、１２月３１日、令和９年２月１１日を除く）
場 奈良県視覚障害者福祉センター３階
対 次の条件を全て満たすかた
・原則として、毎回講習会に参加できるかた
・�受講後、点訳ボランティアとして点字図書製作などの
奉仕活動ができるかた

・�入力やデータの保存など、基本的なパソコン操作がで
きるかた
定 １０名程度　費 １,６００円（テキスト代）
申  ７月２２日（水）までに（必着）申込フォーム、郵送ま
たはFAXにて申込
＊申込用紙は奈良県視覚障害者福祉センターホーム
ページからダウンロードできます。
問 奈良県視覚障害者福祉センター
（〒６３４－００６１　橿原市大久保町３２０－１１）
☎０７４４－２９－０１２３　 ０７４４－２９－０１２７
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